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・地区計画制度の理解を深める

・地区の目標や方針を確認する

・地区計画の具体的な内容を話し合う
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る街を目指したい。
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〈 用途地域の変更案
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道路の拡幅に伴う用途地域の

変更の場合、

の境界線から
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進めています。

 

 

◇居住環境を維持するために
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商業地域へ変更を検討している

エリアは、カラオケボックスや
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「建ぺい率」とは

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。例え

ば、建ぺい率

80 ㎡までの建物が建築可能です。 
「容積率」とは

建築物の敷地面積に対する延べ面積の割合をいいます。例え

ば容積率 400

面積が 80 ㎡の５階建て（

うことになります。

用途地域の変更案

◇一銀通り沿道のみ用途地域を

変更した場合

道路の拡幅に伴う用途地域の

変更の場合、図１のように

の境界線から 25ｍの範囲で行

うことが多いです。（路線型

路線型では、南西側

住居地域が小さく残って

ます。用途地域指定の考え方か
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を並べ、歩行者の邪魔となり、道路管理者や警察とも
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第２回 勉強会でいただいたご意見・ご質問等

夜の繁華街にすごくお洒落な店が出来ても、周りの雰囲気になじまないので、長続きしないと思う。
逆に、一銀通り界隈であまり好ましくない店舗が出来たときに、これも長続きしないのではと思う。
地元の協力で良い地域をつくれたらいいと思う。私の敷地に建物を建てる際も、
洗練された通りの雰囲気を作れるように協力したい。

参加者

参加者
新市民会館の移設対策だけにとどまらず、少子高齢化も踏まえて取り組んでほしい。

用途地域の変更に賛成。３ページの図２で協議中ということだが、変わることはあるのか。

夏場の暑さは歩行者にとってつらいので、私の敷地では、壁面後退１ｍといわず、もっと後退して、

新市民会館までの道に日影を提供したい。別の人の土地がどの程度後退できるかはわからないが。

参加者

参加者

私はこの久茂地界隈が好き。特に文教地区に入ると空気感が違う。用途地域を変更しても、
グレードの高い雰囲気をもった商業地域になってほしい。中心市街地でありながら、
貴重な住宅地でもあるので、住環境に配慮してお洒落な店舗が集まるエリアとなってほしい。
規制が必ずしも悪いことではなくて、良い意味でこの土地のグレードを上げることにつながると思う。

交通の課題もあるが、全国的には若者の車離れも多いと聞く。

那覇市

変更があれば、勉強会等でご報告します。

地区計画の建築物の用途の制限にも関連しますので、

大きな変更はないと考えていますが、

商業地域が増えても、すーじぐぁ～や古いお墓等那覇の昔ながらの雰囲気を残したい。

参加者

壁面後退は１階の部分のみと考えてよいか。後退部分は歩道に提供しないといけないのか。

参加者

参加者

そうです。地区計画は基本的な都市計画制限に加えて、地区に必要な制限を定める制度です。

那覇市

地区計画の用途制限には賛成、しっとりとしたまちづくりをしてほしい。

参加者

他の商業地域でどのような制限をかけているか、事例を提示してほしい。
参加者

次の勉強会で提示します。
那覇市

後退部分は土地所有者のものなので公共の用に供する必要はありません。

２階以上（資料5ページの図では高さ2.2ｍ以上）は道路境界線に接していても良いです。

壁面後退は１階の部分のみです。

那覇市

これまでにも、地域の魅力を活かしたいとの意見があったので、関連部署と連携して取り組んでいきます。

那覇市

確認ですが、4ページの表にあげた建物用途を制限する、ということですか？

参加者

７
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たくさんのご参加をお待ちしています。

第３回の勉強会は平成２８年９月１０日１４時～です。

新市民会館の開館までに整備することをめざしています。今年度中に都市計画決定し、

那覇市

参加者

那覇市

参加者

参加者

拡幅にかかる民地を全て用地買収するのか。何年かかる想定か。

新市民会館ありきでやっているため、行政のあせりを感じる。

那覇市

地域内のいたるところが工事中という状態が続くと、ここで商売している人間の生活が成り立たなくなる。

用地買収にもめて時間がかかることは目に見えている。新市民会館が開館しても道路が未完成で、

渋滞対策について、車をどこかに逃がす考えで整備したほうがよいのでは。緑ヶ丘公園周辺は抜け道がない。

第３回勉強会では、道路についても皆様と情報共有できるよう努めます。
今回（第２回）の勉強会では、道路に関する疑問・質問が多かったため、

病院通りは植栽や電柱で幅員が狭く、傘をさしながら人とすれ違うことができない。
参加者

ゆったり歩けるような整備を計画してほしい。

一銀通りが整備されれば、細街路はいらないのでは。細い道路に車が集中して混雑を招く可能性がある。

細街路は街区内の敷地の接道等のため計画されたものです。

那覇市

ページ3～4の図にある一銀細街路とは何か。いつ完成するのか。
参加者

参加者

那覇市

那覇市

道路についての勉強会も平行してやっていきたいと思います。

交通混雑の対策は本当にこれでいいのか。今から用地買収をして、果たして間に合うのか。

一銀線は県道ですが、県から移管して市で事業することを検討しています。交通混雑の対策は、

無理のある計画を立てているわけではありません。

新市民会館の工事と道路の工事は同時進行か、新市民会館の開館が先か、教えてほしい。

地区計画の勉強会ということだが、道路に関心を持った人が多いので、道路に関する勉強会もやったほうが良い。

参加者

ニューパラダイス通りのほうにも目を向けて、賑やかになるようにしてほしい。
参加者

病院通りについては、道路の勉強会で一銀線と併せて意見を伺いたいと思います。
那覇市

参加者

参加者

３年程前から調査し、現況交通量に新市民会館の利用者数を加算してシミュレーションしているので、

工事の際には周囲への影響ができるだけ少なくなるよう努めてまいります。

一銀線は車道も拡げるのか。

県と調整しながら検討しています。

今後整備することが決まっている都市計画道路で、事業の開始予定は平成34年頃です。

平成29年度から事業開始の予定です。

車線数は、現道と同じ２車線ですが、停車のための路側帯が拡がれば、車道総幅員も拡がります。

歩道も合わせた道路総幅員は、現在の１３ｍから１８ｍ程度となる計画です。

８




